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当面の予定

１月１ 日 ４ ００～5 PM :ニュース発送作業１月１ 日6市情報開示（市教育委員会）１ ６ ００～月２４日 PM :第５回全員会議
次回会員会議次回会員会議次回会員会議次回会員会議のののの

ごごごご 案 内案 内案 内案 内日 時 １月２４日(水)午後６時～場 所 和歌山市勤労者総合センター（和歌山市役所西隣 ）TEL 073-433-1800

こぞってごこぞってごこぞってごこぞってご参加下参加下参加下参加下さいさいさいさい

再び勝利判決裁 判 情 報

石泉閣事業控訴審訴訟石泉閣事業控訴審訴訟石泉閣事業控訴審訴訟石泉閣事業控訴審訴訟・・・・大阪高裁判決大阪高裁判決大阪高裁判決大阪高裁判決

旅田旅田旅田旅田・・・・元和歌山市長元和歌山市長元和歌山市長元和歌山市長にににに約約約約２２２２億億億億５５００５５００５５００５５００万円万円万円万円のののの支払支払支払支払をををを命命命命ずずずず月２日、旅田元市長が一審敗
11

訴後、控訴していた石泉閣事業住

民訴訟の大阪高裁の判決があり、

一審判決と同様、同元市長に約２

億５５００円を市に支払うよう命

じました。私達の再度の勝利判決

です。高裁判決も、石泉閣事業につい

て、旅田元市長が、市の政策遂行

に名を借りて、専ら個人的な情誼

（愛人）関係にある石泉閣の若お

かみらの利益を図る目的で、石泉

閣の利用方法や賃料の相当性など

の当然予想される問題について具

体的な検討を行わずにトップダウ

ン方式により強引に押し進めたも

のと認定。そして、若おかみの利

益を図る目的をもっておこなった

ことは、市長の立場を利用して公

私を混同、裁量権を濫用したとし

て損害賠償を命じました。
この判決に対し旅田元市長は、。、

最高裁へ上告しました最高裁は
書面審理のみですので、期日が入

らず、進行状況をお伝えできませ

んが、早くて今春にも結論がでる

かと思われます。
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